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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求について 

１ 現在までの進捗状況について 

（１）損害賠償請求は、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」

といいます。）と協議を行い、協議が整ったものから請求を行っています。 

（２）現時点の入金額の総額は、昨年７月に、平成２６年度分までのごみ焼却灰

の保管や処分に要した費用に係る約１７億円の賠償金の入金をもって、現

在約３６億円となっています。平成２６年度までに要した放射性物質対策

に係る経費等約４０億円の約９割の支払いがなされています。

２ 東京電力との協議に進展が望めない場合の対応について 

（１）本市は、顧問弁護士と協議の上、東京電力が対象外とする理由が明確でな

い経費など、必要性や有効性等を総合的に勘案の上、原子力損害賠償紛争解

決センターへあっせんの申立てを行いたいと考えています。 

（２）原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力損害の賠償に関する法律に基

づき、東京電力福島第一原子力発電所事故の原子力損害の賠償に関する紛

争のあっせんを行う公的な紛争解決機関です。 

（３）あっせんの申立てに当たっては、対象事業を所管する局が、その必要性に

ついて、東京電力が賠償の対象外とする理由の是非や、東京電力福島第一原

子力発電所事故との相当因果関係が認められるとする本市の主張の合理性

の有無等について、顧問弁護士と協議し、適切に判断します。 

（４）原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申立てを行う場合には、あ

らかじめ議案を議会に提出して、議決をいただいた上で、申立てを行います。 

３ 原子力損害賠償紛争解決センターの和解案提示後の手続について 

和解契約を交わす場合には、改めて議会に議案を提出して、お諮りすること

になります。 

４ あっせんの申立ての議案の提出について 

平成３０年第３回定例会に、環境局が、あっせんの申立てについて、議案を

提出する予定です。 
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